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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力処理を実行する入力機器と、前記入力処理に応じた出力処理を実行する出力機器に
よる画像処理の実行を制御する情報処理装置とネットワークを介して接続する情報端末で
あって、
　前記入力機器及び前記出力機器として利用可能な機器を含む複数の機器を示す画面を表
示する表示手段と、
　前記入力機器を、前記複数の機器から前記画面に対する第１の機器選択操作に基づいて
特定し、前記出力機器を、前記複数の機器から前記第１の機器選択操作後の前記画面に対
する第２の機器選択操作に基づいて特定する特定手段と、
　前記第１の機器選択操作によって特定された第１の機器を識別する情報を前記入力機器
として指定し、前記第２の機器選択操作によって特定された第２の機器を識別する情報を
前記出力機器として指定する指定情報を前記情報処理装置に送信する送信手段と、
　を有する情報端末。
【請求項２】
　前記第１の機器選択操作は、前記画面において、前記複数の機器から最初にタッチする
タッチ操作であって、
　前記第２の機器選択操作は前記タッチ操作を起点としたスライド操作であることを特徴
とする請求項１に記載の情報端末。
【請求項３】
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　前記第１の機器選択操作と前記第２の機器選択操作は、ドラッグアンドドロップ操作で
あることを特徴とする請求項１に記載の情報端末。
【請求項４】
　前記指定情報は、前記入力機器と前記出力機器のＩＰアドレス、ホスト名、及びＭＡＣ
アドレスのうち少なくとも１つを含む請求項１に記載の情報端末。
【請求項５】
　入力処理を実行する入力機器と、前記入力処理に応じた出力処理を実行する出力機器に
よる画像処理の実行を制御する情報処理装置と、
　前記情報処理装置とネットワークを介して接続する情報端末とを含むシステムであって
、
　前記情報端末は、
　前記入力機器及び前記出力機器として利用可能な機器を含む複数の機器を示す画面を表
示する表示手段と、
　前記入力機器を、前記複数の機器から前記画面に対する第１の機器選択操作に基づいて
特定し、前記出力機器を、前記複数の機器から前記第１の機器選択操作後の前記画面に対
する第２の機器選択操作に基づいて特定する特定手段と、
　前記第１の機器選択操作によって特定された第１の機器を識別する情報を前記入力機器
として指定し、前記第２の機器選択操作によって特定された第２の機器を識別する情報を
前記出力機器として指定する指定情報を前記情報処理装置に送信する送信手段と、
　を有することを特徴とするシステム。
【請求項６】
　前記情報処理装置は、
　前記入力機器を指定する情報に基づいて前記入力機器に処理の要求をする第１の要求手
段と、
　前記出力機器を指定する情報に基づいて前記出力機器に、前記入力機器による処理結果
に応じた処理の要求を行う第２の要求手段と、
　を有することを特徴とする請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　入力処理を実行する入力機器と、前記入力処理に応じた出力処理を実行する出力機器に
よる画像処理の実行を制御する情報処理装置とネットワークを介して接続する情報端末を
、
　前記入力機器及び前記出力機器として利用可能な機器を含む複数の機器を示す画面を表
示する表示手段と、
　前記入力機器を、前記複数の機器から前記画面に対する第１の機器選択操作に基づいて
特定し、前記出力機器を、前記複数の機器から前記第１の機器選択操作後の前記画面に対
する第２の機器選択操作に基づいて特定する特定手段と、
　前記第１の機器選択操作によって特定された第１の機器を識別する情報を前記入力機器
として指定し、前記第２の機器選択操作によって特定された第２の機器を識別する情報を
前記出力機器として指定する指定情報を前記情報処理装置に送信する送信手段と、
　として機能させるためのプログラム。
【請求項８】
　入力処理を実行する入力機器と、前記入力処理に応じた出力処理を実行する出力機器に
よる画像処理の実行を制御する情報処理装置と、前記情報処理装置とネットワークを介し
て接続する情報端末とを含むシステムによる情報処理方法であって、
　前記入力機器及び前記出力機器として利用可能な機器を含む複数の機器を示す画面を表
示する表示ステップと、
　前記入力機器を、前記複数の機器から前記画面に対する第１の機器選択操作に基づいて
特定し、前記出力機器を、前記複数の機器から前記第１の機器選択操作後の前記画面に対
する第２の機器選択操作に基づいて特定する特定ステップと、
　前記第１の機器選択操作によって特定された第１の機器を識別する情報を前記入力機器
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として指定し、前記第２の機器選択操作によって特定された第２の機器を識別する情報を
前記出力機器として指定する指定情報を前記情報処理装置に送信する送信ステップと、
　を含む、情報処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は、情報端末、システム、情報処理方法、及びプログラムに関する。
 
【背景技術】
【０００２】
　例えば、印刷、コピー、スキャン、ファクシミリ送信等の複数の機能を有するＭＦＰ（
Multifunction Peripheral/Product）等の画像形成装置が知られている。また、画像形成
装置が提供するＡＰＩ（Application Programming Interface）を用いて、スマートフォ
ンや、タブレット端末等のスマートデバイスから画像形成装置の画像形成機能を利用する
技術が知られている。
【０００３】
　また、端末からの出力要求より抽出したユーザ固有情報に基づいて出力先の画像形成装
置を決定し、決定した出力先に対して出力要求に係る描画データを出力する出力振り分け
装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の技術は、情報端末から、例えば、ＭＦＰ等の画像形成装置の機能を利用するため
のものであり、情報端末は、処理対象となる印刷データや、スキャンデータ等にアクセス
可能であった。そのため、例えば、個人のスマートデバイスを社内ネットワーク等に接続
して利用するＢＹＯＤ（Bring Your Own Device）等の環境では、処理対象となるデータ
が、個人のスマートデバイスに格納されること等による情報流出のリスクがあった。
【０００５】
　また、情報端末から、例えば、電子黒板に書き込まれた画像情報をＭＦＰに印刷させる
等、複数の画像処理装置による画像処理を制御する場合、情報端末に処理対象となるデー
タを格納することなく、処理を制御することは困難であった。
【０００６】
　このように、従来の技術では、スマートデバイス等の情報端末を用いて、処理対象とな
るデータの情報流出を抑制しつつ、複数の画像処理装置による画像処理を制御することに
は困難を伴っていた。
【０００７】
　本発明の実施の形態は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、スマートデバイス
等の情報端末を用いて、処理対象となるデータの情報流出を抑制しつつ、複数の画像処理
装置による画像処理の制御を容易にすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、本発明の一実施形態に係る情報端末は、入力処理を実行する
入力機器と、前記入力処理に応じた出力処理を実行する出力機器による画像処理の実行を
制御する情報処理装置とネットワークを介して接続する情報端末であって、前記入力機器
及び前記出力機器として利用可能な機器を含む複数の機器を示す画面を表示する表示手段
と、前記入力機器を、前記複数の機器から前記画面に対する第１の機器選択操作に基づい
て特定し、前記出力機器を、前記複数の機器から前記第１の機器選択操作後の前記画面に
対する第２の機器選択操作に基づいて特定する特定手段と、前記第１の機器選択操作によ
って特定された第１の機器を識別する情報を前記入力機器として指定し、前記第２の機器
選択操作によって特定された第２の機器を識別する情報を前記出力機器として指定する指
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定情報を前記情報処理装置に送信する送信手段と、を有する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の実施の形態によれば、スマートデバイス等の情報端末を用いて、処理対象とな
るデータの情報流出を抑制しつつ、複数の画像処理装置による画像処理の制御を容易にす
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】一実施形態に係る画像処理システムの構成の一例を示す図である。
【図２】一実施形態に係る画像処理システムの構成の別の一例を示す図である。
【図３】一実施形態に係る中継サーバのハードウェア構成例を示す図である。
【図４】一実施形態に係る情報端末のハードウェア構成例を示す図である。
【図５】一実施形態に係る画像処理装置のハードウェア構成例を示す図である。
【図６】第１の実施形態に係る画像処理システムの機能構成図である。
【図７】第１の実施形態に係る画像処理の例を示すシーケンスチャートである。
【図８】第１の実施形態に係る機器特定画面の例を示す図である。
【図９】第１の実施形態に係る機器情報の例を示す図である。
【図１０】第１の実施形態に係る設定画面の例を示す図である。
【図１１】第１の実施形態に係る指定情報の例を示す図である。
【図１２】第１の実施形態に係る変換可能リストの例を示す図である。
【図１３】第１の実施形態に係るデータ形式の決定処理及び変換処理のフローチャートで
ある。
【図１４】第１の実施形態に係る入力データの取得要求及び出力データの出力要求の例を
示す図である。
【図１５】第２の実施形態に係る画像処理システムの機能構成図である。
【図１６】第２の実施形態に係る画像処理の例を示すシーケンスチャートである。
【図１７】第２の実施形態に係る入力指示及びチケットの例を示す図である。
【図１８】第２の実施形態に係る指定情報の例を示す図である。
【図１９】第３の実施形態に係る画像処理システムの機能構成図である。
【図２０】第３の実施形態に係る登録処理の例を示すシーケンスチャートである。
【図２１】第３の実施形態に係る画像処理の例を示すシーケンスチャートである。
【図２２】第３の実施形態に係る一覧情報の例を示す図である。
【図２３】第３の実施形態に係る入出力機器の選択画面の例を示す図である。
【図２４】第３の実施形態に係る指定情報の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に、本発明の実施の形態について、添付の図面を参照して説明する。
【００１２】
　＜システムの構成＞
　図１は一実施形態に係る画像処理システムの構成の一例を示す図である。画像処理シス
テム１００は、例えば、インターネットや、ＬＡＮ等のネットワーク１０５に接続された
中継サーバ１０１、アクセスポイント１０３、電子ホワイトボード１０４－１、ＭＦＰ（
Multifunction Peripheral/Product）１０４－２、プリンタ１０４－３、プロジェクタ１
０４－４等を有する。また、画像処理システム１００は、アクセスポイント１０３を介し
てネットワーク１０５に接続可能な情報端末１０２を有する。
【００１３】
　尚、電子ホワイトボード１０４－１、ＭＦＰ１０４－２、プリンタ１０４－３、及びプ
ロジェクタ１０４－４は、画像処理システム１００に含まれる１つ以上の画像処理装置の
一例である。１つ以上の画像処理装置は、例えば、スキャナ、カメラ、ディスプレイ、サ
イネージ、テレビ、テレビ会議装置等の他の画像処理装置を含んでいても良い。尚、以後
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の説明の中で、１つ以上の画像処理装置のうち、任意の画像処理装置を示す場合、「画像
処理装置１０４」を用いる。
【００１４】
　中継サーバ１０１は、情報端末１０２からの指示に応じて、１つ以上の画像処理装置１
０４からの画像データの入力や、出力等の制御を行う情報処理装置である。中継サーバ１
０１は、情報端末１０２から指示された、入力用の画像処理装置１０４（例えば、ＭＦＰ
１０４－２）から画像データを取得し、出力用の画像処理装置１０４（例えば、電子ホワ
イトボード１０４－１）に出力する等の制御等を行う。
【００１５】
　情報端末１０２は、例えば、スマートフォン、タブレット端末、ＰＣ（Personal Compu
ter）等の情報処理装置であり、中継サーバ１０１に対して、上記のような１つ以上の画
像処理装置１０４による画像データの入力や、出力等の指示を行う。
【００１６】
　アクセスポイント１０３は、情報端末１０２等の無線ＬＡＮ機器をネットワーク１０５
に接続するための接続装置である。アクセスポイント１０３は、ネットワーク１０５への
接続を要求する無線ＬＡＮ機器の認証を行い、認証が許可された無線ＬＡＮ機器のネット
ワーク１０５への接続を許可する。アクセスポイント１０３により認証が許可された無線
ＬＡＮ機器は、ネットワーク１０５に接続された中継サーバ１０１や、１つ以上の画像処
理装置１０４等のネットワーク機器とのデータ通信が可能となる。
【００１７】
　電子ホワイトボード１０４－１は、例えば、液晶ディスプレイ等のフラットパネルディ
スプレイや、プロジェクタの投影スクリーン等にタッチパネルを搭載し、資料等を表示し
ながら、手書きによる描画データを入力することができる画像処理装置である。
【００１８】
　ＭＦＰ１０４－２は、例えば、印刷、コピー、スキャン、ファクシミリ等の複数の画像
形成機能を有する画像処理装置である。プリンタ１０４－３は、画像の印刷機能を有する
画像処理装置である。プロジェクタ１０４－４は、画像の投影機能を有する画像処理装置
である。
【００１９】
　上記構成により、利用者は、情報端末１０２を用いて、入力用の画像処理装置１０４と
出力用の画像処理装置１０４とを指定する指定情報を、中継サーバ１０１に送信する。ま
た、情報端末１０２から指定情報を受信した中継サーバ１０１は、指定情報に基づいて、
入力用の画像処理装置１０４から入力データを取得し、取得した入力データに基づく出力
データを出力用の画像処理装置１０４に送信する。このとき、情報端末１０２は、画像処
理の対象となるデータを、情報端末１０２に取得することなく、複数の画像処理装置１０
４による画像処理を制御することができる。
【００２０】
　このように、本実施形態によれば、スマートデバイス等の情報端末１０２を用いて、処
理対象となるデータの情報流出を抑制しつつ、複数の画像処理装置１０４による画像処理
の制御を容易にする画像処理システム１００を提供することができる。
【００２１】
　尚、図１のシステム構成は一例であり、本実施形態に係る画像処理システム１００は、
様々なシステム構成が可能である。
【００２２】
　図２は、一実施形態に係る画像処理システム１００のシステム構成の別の一例を示す図
である。図２の例では、電子ホワイトボード１０４－１、ＭＦＰ１０４－２、プリンタ１
０４－３、及びプロジェクタ１０４－４は、アクセスポイント１０３を介してネットワー
ク１０５に接続されている。このように、１つ以上の画像処理装置１０４は、無線ＬＡＮ
等の無線通信によって、ネットワーク１０５に接続されているものであっても良い。
【００２３】
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　さらに、画像処理システム１００は、有線ＬＡＮ接続された画像処理装置１０４と、無
線ＬＡＮ接続された画像処理装置１０４とが混在しているもの等であっても良い。
【００２４】
　＜ハードウェア構成＞
　（中継サーバのハードウェア構成）
　図３は、一実施形態に係る中継サーバのハードウェア構成例を示す図である。中継サー
バ１０１は、一般的なコンピュータの構成を有しており、例えば、ＣＰＵ（Central Proc
essing Unit）３０１、ＲＡＭ（Random Access Memory）３０２、ＲＯＭ（Read Only Mem
ory）３０３、ストレージ部３０４、ネットワークＩ／Ｆ（Interface）部３０５、外部Ｉ
／Ｆ部３０６、表示部３０７、入力部３０８、及びバス３０９等を含む。
【００２５】
　ＣＰＵ３０１は、ＲＯＭ３０３やストレージ部３０４等に格納されたプログラムやデー
タ等をＲＡＭ３０２上に読み出し、処理を実行することで、中継サーバ１０１の各機能を
実現する演算装置である。ＲＡＭ３０２は、ＣＰＵ３０１のワークエリア等として用いら
れる揮発性のメモリである。ＲＯＭ３０３は、電源を切ってもプログラムやデータを保持
する不揮発性のメモリであり、例えば、フラッシュＲＯＭ等により構成される。ストレー
ジ部３０４は、例えば、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）や、ＳＳＤ（Solid State Drive）等
のストレージ装置であり、例えば、ＯＳ（Operation System）、アプリケーションプログ
ラム（以下、アプリと呼ぶ）、及び各種データ等を記憶する。
【００２６】
　ネットワークＩ／Ｆ部３０５は、中継サーバ１０１をネットワーク１０５に接続し、情
報端末１０２や、画像処理装置１０４等とデータの送受信を行うための、例えば、有線／
無線ＬＡＮ等の通信インタフェースである。
【００２７】
　外部Ｉ／Ｆ部３０６は、中継サーバ１０１に外部装置を接続するためのインタフェース
である。外部装置には、例えば、ＵＳＢメモリ、メモリカード、光学ディスク等の記録媒
体や、各種の電子機器等が含まれる。
【００２８】
　表示部３０７は、中継サーバ１０１の処理結果等を表示する、例えば、ＬＣＤ（Liquid
 Crystal Display）等のディスプレイ装置である。入力部３０８は、中継サーバ１０１の
操作を行うための入力を受付ける、例えば、キーボード、マウス、タッチパネル等の入力
装置である。尚、表示部３０７又は入力部３０８は、中継サーバ１０１の外部に設けられ
ていても良い。バス３０９は、上記の各構成要素に共通に接続され、アドレス信号、デー
タ信号、及び各種制御信号等を伝達する。
【００２９】
　（情報端末のハードウェア構成）
　図４は、一実施形態に係る情報端末のハードウェア構成例を示す図である。情報端末１
０２は、一般的なコンピュータの構成を有しており、例えば、ＣＰＵ４０１、ＲＡＭ４０
２、ＲＯＭ４０３、ストレージ部４０４、カメラ部４０５、ＮＦＣ（Near Field Communi
cation）通信部４０６、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標） Ｌｏｗ Ｅｎｅｒｇｙ（以下、
ＢＬＥと呼ぶ）通信部４０７、ネットワークＩ／Ｆ部４０８、表示入力部４０９、及びバ
ス４１０等を含む。
【００３０】
　尚、ＣＰＵ４０１、ＲＡＭ４０２、ＲＯＭ４０３、ストレージ部４０４、バス４１０等
の構成は、図３の中継サーバ１０１の構成と同様なので、ここでは差分を中心に説明を行
う。
【００３１】
　カメラ部４０５は、画像を撮像するための撮像装置であり、例えば、画像処理装置１０
４のＱＲコード（登録商標）等の２次元コード等を撮像して、画像処理装置１０４の宛先
情報や、機器情報等を取得する場合等に用いられる。
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【００３２】
　ＮＦＣ通信部４０６は、例えば、画像処理装置１０４のＮＦＣリーダ／ライタ等と所定
の距離（例えば、１０ｃｍ以内）に近接させることにより、ＮＦＣリーダ／ライタとＮＦ
Ｃ通信を行う通信装置である。ＮＦＣ通信部４０６は、例えば、画像処理装置１０４のＮ
ＦＣリーダ／ライタから、画像処理装置１０４の宛先情報や、機器情報等を取得する場合
等に用いられる。
【００３３】
　ＢＬＥ通信部４０７は、例えば、画像処理装置１０４とＢＬＥ通信を行うための通信装
置である。ＢＬＥは、近距離無線通信技術であるＢｌｕｅｔｏｏｔｈの拡張仕様の１つで
あり、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ ４．０規格の一部として策定された近距離無線通信技術であ
る。ＢＬＥにより、通常のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信よりも低消費電力で近距離無線通信に
よるデータ通信を実現することができる。
【００３４】
　尚、ＮＦＣ通信部４０６、及びＢＬＥ通信部４０７は、情報端末１０２が有する近距離
無線通信手段の一例である。情報端末１０２は、ＮＦＣ通信部４０６や、ＢＬＥ通信部４
０７に代えて、他の近距離無線通信手段により、画像処理装置１０４と通信を行うもので
あっても良い。
【００３５】
　ネットワークＩ／Ｆ部４０８は、情報端末１０２をネットワーク１０５に接続し、中継
サーバ１０１等とデータの送受信を行うための、例えば、無線ＬＡＮ等の通信インタフェ
ースである。
【００３６】
　表示入力部４０９は、例えば、タッチパネルとディスプレイが一体化されたタッチパネ
ルディスプレイ等の表示入力装置であり、情報端末１０２の操作を行うための入力部と、
情報端末１０２の処理結果等を表示する表示部とを含む。尚、表示入力部４０９は、表示
部と入力部とが別々に設けられているものであっても良い。
【００３７】
　（画像処理装置のハードウェア構成）
　図５は、一実施形態に係る画像処理装置のハードウェア構成例を示す図である。尚、こ
こでは、画像処理装置１０４の一例として、ＭＦＰのハードウェア構成例を説明する。
【００３８】
　画像処理装置（ＭＦＰ）１０４は、コントローラ５０１、画像読取部５０２、プロッタ
部５０３、画像処理・エンジン制御部５０４、ＦＡＸ部５０５、ストレージ部５０６、操
作部５０７、ＮＦＣ Ｒ／Ｗ（Reader/Writer）部５０８等を有する。
【００３９】
　コントローラ５０１は、一般的なコンピュータの構成を有しており、例えば、ＣＰＵ５
０９、ＲＡＭ５１０、ＲＯＭ５１１、外部Ｉ／Ｆ部５１２、操作Ｉ／Ｆ部５１３、ＮＦＣ
 Ｉ／Ｆ部５１４、ＢＬＥ通信部５１５、ネットワークＩ／Ｆ部５１６等が、バス５１７
を介して接続されている。
【００４０】
　ＣＰＵ５０９は、ＲＯＭ５１１やストレージ部５０６等に格納されたプログラムやデー
タをＲＡＭ５１０上に読み出し、処理を実行することにより、画像処理装置１０４の各機
能を実現する演算装置である。ＲＡＭ５１０は、ＣＰＵ５０９のワークエリア等として用
いられる揮発性のメモリである。ＲＯＭ５１１は、電源を切ってもプログラムやデータを
保持する不揮発性のメモリであり、例えば、フラッシュＲＯＭ等により構成される。
【００４１】
　外部Ｉ／Ｆ部５１２は、外部装置とのインタフェースである。外部装置には、例えば、
ＵＳＢメモリ、メモリカード、光学ディスク等の記録媒体や、各種の電子機器等が含まれ
る。操作Ｉ／Ｆ部５１３は、操作部５０７をコントローラ５０１に接続するためのインタ
フェースである。ＮＦＣ Ｉ／Ｆ部５１４は、ＮＦＣ通信により、ＮＦＣ機器に対するデ
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ータの読み込み、書き込み等を行うＮＦＣ Ｒ／Ｗ部５０８をコントローラ５０１に接続
するためのインタフェースである。
【００４２】
　ＢＬＥ通信部５１５は、ＢＬＥによる近距離無線通信を行うための無線通信部である。
ネットワークＩ／Ｆ部５１６は、画像処理装置１０４をネットワーク１０５に接続し、ネ
ットワークに接続された中継サーバ１０１等とデータの送受信を行うための通信インタフ
ェースである。バス５１７は、上記の各構成要素に共通に接続され、例えば、アドレス信
号、データ信号、及び各種制御信号等を伝達する。
【００４３】
　画像読取部５０２は、画像処理・エンジン制御部５０４の制御に従って、原稿等の画像
を読取るスキャナエンジン等である。プロッタ部５０３は、画像処理・エンジン制御部５
０４の制御に従って、紙等に画像を出力するプリンタエンジン等である。画像処理・エン
ジン制御部５０４は、画像読取部５０２や、プロッタ部５０３を制御して、画像処理を実
行する。
【００４４】
　ＦＡＸ部５０５は、ファックスの送受信を行うハードウェアエンジンと、その制御部等
を含む。ストレージ部５０６は、例えば、ＨＤＤや、ＳＳＤ等のストレージ装置であり、
例えば、ＯＳ、アプリ、画像データ等を含む各種の情報及びデータを記憶する。
【００４５】
　操作部５０７は、利用者からの入力操作を受付けるための入力部であると共に、ユーザ
に向けた表示を行う表示部である。尚、図４の例では、操作部５０７は、ＮＦＣ通信によ
り、ＮＦＣ機器に対するデータの読み込み、書き込み等を行うＮＦＣ Ｒ／Ｗ部５０８を
備えている。尚、図５の構成はあくまで一例であって、ＮＦＣ Ｒ／Ｗ部５０８は、操作
部とは別に設けられているものであっても良い。
【００４６】
　本実施形態に係る画像処理装置１０４は、例えば、図５に示すＭＦＰのように、コンピ
ュータの構成と、各画像処理装置１０４の画像処理機能を実現するための画像処理エンジ
ン等を含む。
【００４７】
　［第１の実施形態］
　＜機能構成＞
　図６は、第１の実施形態に係る画像処理システムの機能構成図である。画像処理システ
ム１００は、中継サーバ１０１、情報端末１０２、及び１つ以上の画像処理装置１０４の
例として、電子ホワイトボード１０４－１、ＭＦＰ１０４－２、プリンタ１０４－３、プ
ロジェクタ１０４－４等を含む。また、アクセスポイント１０３は、本実施形態の機能構
成に影響しないため、記載を省略している。
【００４８】
　（中継サーバの機能構成）
　中継サーバ１０１は、通信手段６０１、指定情報受信手段６０２、データ形式決定手段
６０３、入力データ取得手段６０４、変換手段６０５、出力データ送信手段６０６、記憶
手段６０７等を含む。
【００４９】
　通信手段６０１は、中継サーバ１０１をネットワーク１０５に接続し、情報端末１０２
や、１つ以上の画像処理装置１０４等とのデータ通信を実現するための手段である。通信
手段６０１は、例えば、図３のネットワークＩ／Ｆ部３０５等によって実現される。
【００５０】
　指定情報受信手段６０２は、１つ以上の画像処理装置１０４のうち、入力用の画像処理
装置と出力用の画像処理装置とを指定する指定情報を、情報端末１０２等から受信する。
好ましくは、指定情報受信手段６０２は、受信した指定情報を、例えば、記憶手段６０７
に指定情報６０８として記憶する。
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【００５１】
　データ形式決定手段６０３は、指定情報６０８に含まれる、入力用の画像処理装置で利
用可能なデータ形式の情報と、出力用の画像処理装置で利用可能なデータ形式の情報とに
基づいて、入力用の画像処置装置から取得する入力データのデータ形式を決定する。尚、
具体的な決定処理については後述する。
【００５２】
　入力データ取得手段６０４は、指定情報受信手段６０２が情報端末１０２等から受信し
た指定情報に基づいて、入力用の画像処理装置から入力データを取得する。例えば、入力
データ取得手段６０４は、指定情報で指定された入力用の画像処理装置から、データ形式
決定手段６０３によって決定されたデータ形式で入力データを取得する。好ましくは、入
力データ取得手段６０４は、取得した入力データを、例えば、記憶手段６０７にコンテン
ツデータ６０９として記憶する。
【００５３】
　変換手段６０５は、入力データ取得手段６０４が取得したコンテンツデータ（入力デー
タ）６０９を、指定情報６０８に含まれる出力用の画像処理装置で利用可能なデータ形式
に関する情報に基づいて、出力用の画像処理装置で利用可能なデータ形式に変換する。尚
、変換手段６０５は、入力データ取得手段６０４が取得したコンテンツデータ６０９を、
出力用の画像処理装置がそのまま利用可能な場合、コンテンツデータ６０９のデータ形式
の変換を行わなくても良い。
【００５４】
　出力データ送信手段６０６は、指定情報受信手段６０２が受信した指定情報６０８に基
づいて、入力データ取得手段６０４が取得した入力データに基づく出力データを、出力用
の画像処理装置に出力する。例えば、出力データ送信手段６０６は、出力用の画像処理装
置が、入力データ取得手段６０４が取得した入力データのデータ形式で利用可能である場
合、入力データ取得手段６０４が取得した入力データを、出力用の画像処理装置に送信す
る。また、例えば、出力データ送信手段６０６は、出力用の画像処理装置が、入力データ
入力データのデータ形式を利用可能でない場合、変換手段６０５によって利用可能な形式
に変換された画像データを、出力用の画像処理装置に送信する。
【００５５】
　尚、上記の指定情報受信手段６０２、データ形式決定手段６０３、入力データ取得手段
６０４、変換手段６０５、及び出力データ送信手段６０６は、例えば、図３のＣＰＵ３０
１等で動作する画像処理プログラムによって実現される。
【００５６】
　記憶手段６０７は、例えば、指定情報受信手段６０２が受信した指定情報６０８や、入
力データ取得手段６０４が取得したコンテンツデータ６０９等の各種の情報や、データ等
を記憶する手段である。記憶手段６０７は、例えば、図３のＲＡＭ３０２、ストレージ部
３０４等の記憶装置、及びＣＰＵ３０１で動作するプログラム等によって実現される。
【００５７】
　（情報端末の機能構成）
　情報端末１０２は、通信手段６１０、機器特定手段６１１、機器情報取得手段６１２、
指定情報送信手段６１３、設定手段６１４、近距離無線通信手段６１５、撮像手段６１６
、表示入力手段６１７、記憶手段６１８等を含む。
【００５８】
　通信手段６１０は、情報端末１０２をネットワーク１０５に接続し、中継サーバ１０１
や、１つ以上の画像処理装置１０４等とのデータ通信を行うための手段である。通信手段
６０１は、例えば、図４のネットワークＩ／Ｆ部４０８等によって実現される。
【００５９】
　機器特定手段６１１は、利用者の操作等によって、１つ以上の画像処理装置１０４の中
から、入力用の画像処置装置と、出力用の画像処理装置とを特定する手段である。機器特
定手段６１１は、表示入力手段６１７に機器特定画面を表示させ、例えば、表示入力手段
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６１７で受付けた情報、近距離無線通信手段６１５で取得した情報、又は撮像手段６１６
で撮像した情報等を用いて、入力用及び出力用の画像処理装置１０４を特定する。
【００６０】
　機器情報取得手段６１２は、機器特定手段６１１によって特定された入力用の画像処理
装置から機器情報（ケーパビリティ情報）を取得する。また、機器情報取得手段６１２は
、機器特定手段６１１によって特定された出力用の画像処理装置から機器情報を取得する
。尚、機器情報については後述する。
【００６１】
　指定情報送信手段６１３は、１つ以上の画像処理装置の中から、機器特定手段６１１に
よって特定された入力用の画像処理装置と出力用の画像処理装置とを指定する特定情報を
、中継サーバ１０１に送信する。特定情報には、例えば、入力用の画像処理装置と出力用
の画像処理装置のＩＰアドレス、ホスト名、又はＭＡＣアドレス等の宛先情報が含まれる
。また、本実施形態では、特定情報に機器情報取得手段６１２が取得した入力用の画像処
理装置の機器情報と、出力用の画像処理装置の機器情報とが含まれる。
【００６２】
　設定手段６１４は、機器情報取得手段６１２が取得した入力用、又は出力用の画像処理
装置の機器情報が、機器の設定を行うための設定情報を含む場合、表示入力手段６１７等
を用いて、利用者からの設定情報の変更を受付ける。
【００６３】
　尚、機器特定手段６１１、機器情報取得手段６１２、指定情報送信手段６１３、設定手
段６１４は、例えば、図４のＣＰＵ４０１で動作するプログラムによって実現される。
【００６４】
　近距離無線通信手段６１５は、画像処理装置１０４と、例えば、ＮＦＣ通信、ＢＬＥ通
信等の近距離無線通信を行うための通信手段であり、例えば、図４のＮＦＣ通信部４０６
、ＢＬＥ通信部４０７等によって実現される。
【００６５】
　撮像手段６１６は、画像処理装置１０４に対応するバーコードや、２次元コード等を撮
像する手段であり、例えば、カメラ部４０５等によって実現される。
【００６６】
　表示入力手段６１７は、例えば、機器特定画面や、設定画面等を表示すると共に、利用
者の操作を受付けるための手段であり、例えば、図４の表示入力部４０９、及びＣＰＵ４
０１で動作するプログラム等によって実現される。
【００６７】
　記憶手段６１８は、例えば、機器情報取得手段６１２が取得した画像処理装置１０４の
機器情報等を含む各種の情報や、データ等を記憶する手段である。記憶手段６１８は、例
えば、図４のＲＡＭ４０２、ストレージ部４０４等の記憶装置、及びＣＰＵ４０１で動作
するプログラム等によって実現される。
【００６８】
　＜処理の流れ＞
　（画像処理の流れ）
　図７は、第１の実施形態に係る画像処理の例を示すシーケンスチャートである。尚、図
７において、破線の矢印は、情報端末１０２への利用者による操作等を示す。
【００６９】
　ステップＳ７０１において、画像処理システム１００は、例えば、利用者による、情報
端末１０２にインストールされた画像処理システム１００用のアプリ（画像処理プログラ
ム）への開始操作等によって画像処理を開始する。
【００７０】
　ステップＳ７０２において、アプリの開始操作を受付けた情報端末１０２は、表示入力
手段６１７に、利用者による入力用の画像処理装置（以下、入力機器と呼ぶ）及び出力用
の画像処理装置（以下、出力機器と呼ぶ）の指定を促す機器特定画面を表示させる。
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【００７１】
　ステップＳ７０３において、利用者は、情報端末１０２の表示入力手段６１７に表示さ
れた機器特定画面に従って、入力機器を指定する操作（特定操作）を行う。
【００７２】
　図８は、第１の実施形態に係る機器特定画面の例を示す図である。図７のステップＳ７
０２において、情報端末１０２は、表示入力手段６１７に、例えば、図８に示す機器特定
画面８０１を表示させる。機器特定画面８０１には、例えば、入力機器を選択するための
「入力機器を選ぶ」ボタン８０２、出力機器を選択するための「出力機器を選ぶ」ボタン
８０３、及び、「実行」ボタン８０４等が含まれる。
【００７３】
　図８の機器特定画面８０１において、例えば、「入力機器を選ぶ」ボタン８０２、又は
「出力機器を選ぶ」ボタン８０３を押下（タップ）すると、表示入力手段６１７に、例え
ば、図８に示す選択方法指定画面８０５が表示される。選択方法指定画面８０５には、例
えば、「直接接続」ボタン８０６、「タッチで接続」ボタン８０７、「二次元コードで接
続」ボタン８０８等が含まれる。利用者は、この選択方法指定画面８０５から、入力機器
、又は出力機器の選択方法を指定することができる。
【００７４】
　例えば、図８の選択方法指定画面８０５において、「直接接続」ボタン８０６が押下さ
れると、情報端末１０２は、表示入力手段６１７に、図８に示すような、宛先設定画面８
０９を表示させる。図８の宛先設定画面８０９において、利用者は、入力欄８１０に入力
機器（又は出力機器）として利用したい画像処理装置１０４のＩＰアドレス、ホスト名、
又はＭＡＣアドレス等を入力し、「接続」ボタン８１１を押下する。これにより、利用者
は、入力機器（又は出力機器）として利用する画像処理装置１０４を指定することができ
る。
【００７５】
　また、図８の選択方法指定画面８０５において、「タッチで接続」ボタン８０７が押下
されると、情報端末１０２は、表示入力手段６１７に、例えば、図８に示すような、メッ
セージ画面８１２を表示させる。情報端末１０２は、このメッセージ画面８１２を表示さ
せている間、近距離無線通信手段６１５により、例えば、ＮＦＣ通信の電波を検知するモ
ードに移行する。また、情報端末１０２は、指定対象となる画像処理装置１０４に近接す
ると、近距離無線通信手段６１５により、画像処理装置１０４から、画像処理装置１０４
のＩＰアドレス、ホスト名、ＭＡＣアドレス等の宛先情報（ネットワーク情報）を取得す
る。
【００７６】
　尚、このとき、近距離無線通信手段６１５は、画像処理装置１０４から宛先情報だけで
はなく、後述する機器情報を合わせて取得するもの等であっても良い。また、情報端末１
０２は、ＮＦＣ通信に代えて、ＢＬＥ通信等の他の近距離無線通信により、画像処理装置
１０４から情報を取得するものであっても良い。
【００７７】
　また、図８の選択方法指定画面８０５において、「二次元コードで接続」ボタン８０８
が押下されると、情報端末１０２は、表示入力手段６１７に、例えば、図８に示すような
、二次元コード読取り画面８１３を表示させる。この状態で、撮像手段６１６で、二次元
コードが撮影されると、機器特定手段６１１は、二次元コードに埋め込まれた画像処理装
置１０４の宛先情報を取得する。尚、二次元コードには、宛先情報だけではなく、後述す
る機器情報も合わせて埋め込んでおくものであっても良い。
【００７８】
　ここで、図７に戻って、シーケンスチャートの説明を続ける。
【００７９】
　ステップＳ７０４において、情報端末１０２は、ステップＳ７０３で特定（指定）され
た入力機器、例えば、電子ホワイトボード１０４－１に機器情報の取得要求を送信する。
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【００８０】
　ステップＳ７０５において、情報端末１０２は、機器情報の取得要求を送信した入力機
器、例えば、電子ホワイトボード１０４－１から返信された機器情報を取得する。
【００８１】
　ステップＳ７０６において、利用者は、情報端末１０２の表示入力手段６１７に表示さ
れた機器特定画面８０１により、出力機器の特定操作を行う。尚、出力機器の特定操作は
、前述した入力機器の特定操作と同様である。
【００８２】
　ステップＳ７０７において、情報端末１０２は、ステップＳ７０６で特定（指定）され
た出力機器、例えば、ＭＦＰ１０４－２に機器情報の取得要求を送信する。
【００８３】
　ステップＳ７０８において、情報端末１０２は、機器情報の取得要求を送信した出力機
器、例えば、ＭＦＰ１０４－２から返信された機器情報を取得する。
【００８４】
　図９は、第１の実施形態に係る機器情報の例を示す図である。機器情報（ケーバビリテ
ィ情報）９０１は、例えば、「ｔｙｐｅ」、「ｉｎｐｕｔ」、「ｏｕｔｐｕｔ」等の情報
を含む。
【００８５】
　「ｔｙｐｅ」情報は、画像処理装置１０４の種類を示す、例えば、電子ホワイトボード
（Whiteboard）、ＭＦＰ（mfp）、プロジェクタ（projector）等の情報である。
【００８６】
　「ｉｎｐｕｔ」情報は、コンテンツ（入力データ）の入力の仕様を示す情報である。入
力をサポートしない機器の機器情報には、「ｉｎｐｕｔ」情報は含まれない。同様に、「
ｏｕｔｐｕｔ」情報は、コンテンツ（出力データ）の出力の仕様を示す情報である。出力
をサポートしない機器の機器情報には、「ｏｕｔｐｕｔ」情報は含まれない。
【００８７】
　また、「ｉｎｐｕｔ」情報、及び「ｏｕｔｐｕｔ」情報は、例えば、「ｍｉｍｅ＿ｔｙ
ｐｅ」情報、及び「ｓｅｔｔｉｎｇｓ」情報等を含む。
【００８８】
　「ｍｉｍｅ＿ｔｙｐｅ」情報は、画像処理装置１０４が利用可能なコンテンツの形式（
データ形式）の一覧情報である。「ｓｅｔｔｉｎｇｓ」情報は、利用可能な設定パラメー
タと、各設定パラメータの設定可能な範囲等を示す情報である。
【００８９】
　図９に示す機器情報９０１の例では、画像処理装置１０４は、ＭＦＰであり、入力（ス
キャン）用の画像のデータ形式として、ＰＤＦ（application/pdf）、又はＪＰＥＧ（ima
ge/jpeg）が利用可能である旨が記述されている。また、画像処理装置１０４の入力時の
設定は、カラーモード（color_mode）、解像度（resolution）、原稿面（2sided）の指定
が可能である旨が記述されている。
【００９０】
　さらに、画像処理装置１０４は、出力（プリント）用の画像データ形式として、ＰＤＦ
（application/pdf）と、Ｐｏｓｔｓｃｒｉｐｔ（application/postscript）が利用可能
である旨が記述されている。さらにまた、画像処理装置１０４の出力時の設定は、カラー
モード（color_mode）、解像度（resolution）、原稿面（2sided）、両面印刷（nup）、
及び部数指定（copies）等の指定が可能である旨が記述されている。
【００９１】
　再び図７に戻って、シーケンスチャートの説明を続ける。
【００９２】
　図７のステップＳ７０９において、利用者は、例えば、情報端末１０２の表示入力手段
６１７の機器特定画面８０１に含まれる「実行」ボタン８０４を押下すること等により、
情報端末１０２に画像処理の実行を要求する実行操作を行う。
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【００９３】
　尚、入力機器、及び出力機器から取得した機器情報が、「ｓｅｔｔｉｎｇｓ」情報を含
む場合、ステップＳ７０９で実行操作を行う前に、情報端末１０２に設定画面を表示させ
、設定パラメータを変更することができる。
【００９４】
　図１０は、第１の実施形態に係る設定画面の例を示す図である。図１０の例では、設定
画面１００１は、「カラーモード」の設定欄１００２、「解像度」の設定欄１００３、「
原稿面」の設定欄１００４、「レイアウト」の設定欄１００５、「部数」の設定欄１００
６等を含む。利用者は、各設定欄をタップすること等により、設定値を変更することがで
きる。
【００９５】
　例えば、利用者が、設定画面１００１の「カラーモード」の設定欄１００２をタップす
ると、カラーモードの設定画面１００７が表示入力手段６１７に表示される。カラーモー
ドの設定画面１００７には、例えば、「カラー」の設定ボタン１００８、及び「モノクロ
」の設定ボタン１００９が表示され、利用者は、いずれかをタップすることにより、カラ
ーモードを選択することができる。設定が終わると、利用者は、例えば、設定画面１００
１をスワイプさせること等により、図８の機器特定画面８０１に復帰することができる。
【００９６】
　再び図７に戻って、シーケンスチャートの説明を続ける。
【００９７】
　図７のステップＳ７０９において、情報端末１０２への画像処理の実行操作が行われる
と、情報端末１０２は、中継サーバ１０１に指定情報を送信する（ステップＳ７１０）。
【００９８】
　図１１は、第１の実施形態に係る指定情報の例を示す図である。指定情報１１０１には
、入力機器、及び出力機器に関する情報が指定されている。
【００９９】
　図１１において、入力機器（input）の情報には、画像処理装置の種類（type）、宛先
情報（host）、利用可能なデータ形式の情報（mime_type）、設定情報（settings）等の
情報が含まれている。また、出力用の画像処理装置（output）の情報には、画像処理装置
の種類（type）、宛先情報（host）、利用可能なデータ形式の情報（mime_type）、設定
情報（settings）等の情報が含まれている。
【０１００】
　図１１の例では、指定情報１１０１には、入力機器として、電子ホワイトボード１０４
－１（ＩＰアドレス：192.168.1.11、利用可能なデータ形式：ＪＰＥＧ、ＴＩＦＦ、設定
：なし）が指定されている。また、指定情報１１０１には、出力機器として、ＭＦＰ１０
４－２（ＩＰアドレス：192.168.1.12、利用可能なデータ形式：ＰＤＦ、Ｐｏｓｔｓｃｒ
ｉｐｔ、設定：カラー、２００ｄｐｉ、片面印刷、２ｉｎ１、２部）が指定されている。
【０１０１】
　再び図７に戻って、シーケンスチャートの説明を続ける。
【０１０２】
　ステップＳ７１１において、中継サーバ１０１のデータ形式決定手段６０３は、指定情
報に含まれる入力用の画像処理装置で利用可能なデータ形式の情報と、出力用の画像処理
装置で利用可能なデータ形式の情報とに基づいて、入力データのデータ形式を決定する。
【０１０３】
　ステップＳ７１２において、中継サーバ１０１の入力データ取得手段６０４は、データ
形式決定手段６０３によって決定されたデータ形式による入力データの取得を、入力機器
（電子ホワイトボード１０４－１）に要求する。
【０１０４】
　ステップＳ７１３において、中継サーバ１０１の入力データ取得手段６０４は、入力機
器から入力データを取得し、例えば、記憶手段６０７にコンテンツデータ６０９として記
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憶する。
【０１０５】
　ステップＳ７１４において、中継サーバ１０１の変換手段６０５は、必要に応じて、入
力データ取得手段６０４が取得したコンテンツデータ６０９を、出力機器（ＭＦＰ１０４
－２）で利用可能なデータ形式に変換する。
【０１０６】
　図１２は、第１の実施形態に係る変換可能リストの例を示す図である。変換可能リスト
１２０１には、変換手段６０５が変換可能なデータ形式の情報が記述されている。図１２
の例では、変換手段６０５は、ＪＰＥＧからＰＤＦへの変換、ＭＳＷＯＲＤからＰＤＦへ
の変換、ＰＤＦからＪＰＥＧへの変換をサポートしていることを示している。
【０１０７】
　図７のステップＳ７１５において、中継サーバ１０１の出力データ送信手段６０６は、
出力機器（ＭＦＰ１０４－２）に出力データの出力要求を送信し、続いて、ステップＳ７
１６において、出力データを出力機器に送信する。
【０１０８】
　ステップＳ７１７において、中継サーバ１０１は、情報端末１０２に画像処理を完了し
たことを示す完了通知を送信し、ステップＳ７１８において、完了通知を受信した情報端
末１０２は、表示入力手段６１７に完了画面を表示させる。
【０１０９】
　上記処理により、入力機器（電子ホワイトボード１０４－１）から取得した入力データ
に基づく出力データが、出力機器（ＭＦＰ１０４－２）に出力される。また、このとき、
情報端末１０２には、入力データ及び出力データは格納されないので、情報流出のリスク
を低減させることができる。
【０１１０】
　ここで、図７のステップＳ７１１～Ｓ７１４の決定処理及び変換処理について、詳しく
説明する。
【０１１１】
　（決定処理及び変換処理）
　図１３は、第１の実施形態に係るデータ形式の決定処理及び変換処理のフローチャート
である。
【０１１２】
　ステップＳ１３０１において、中継サーバ１０１は、例えば、情報端末１０２から受信
した指定情報により、入力機器（入力用の画像処理装置）と、出力機器（出力用の画像処
理装置）で同一のｍｉｍｅ＿ｔｙｐｅがあるか否かを判断する。これにより、中継サーバ
１０１は、入力機器と出力機器とで共通して利用可能なデータ形式があるか否かを判断す
る。
【０１１３】
　ステップＳ１３０１で、入力機器と、出力機器で同一のｍｉｍｅ＿ｔｙｐｅがある場合
、中継サーバ１０１は、入力機器から、同一のｍｉｍｅ＿ｔｙｐｅで入力データを取得す
る（ステップＳ１３０２）。例えば、入力機器と出力機器が、同一のｍｉｍｅ＿ｔｙｐｅ
「ＪＰＥＧ」に対応している場合、中継サーバ１０１は、図１４（ａ）に示すような入力
データの取得要求１４０１を入力機器に送信する。図１４（ａ）の例では、入力データの
取得要求１４０１は、入力データのデータ形式としてＪＰＥＧ形式を指定する情報を含ん
でいる。
【０１１４】
　入力データの取得要求を受信した入力機器は、指定されたｍｉｍｅ＿ｔｙｐｅであるＪ
ＰＥＧ形式で画像データを取得し、中継サーバ１０１へ送信する。また、中継サーバ１０
１は、取得した、例えば、ＪＰＥＧ形式のデータを出力機器に出力させる（ステップ１３
０３）。つまり、中継サーバ１０１は、入力機器と出力機器の両方で共通して利用可能な
データ形式がある場合、データ形式の変換を行わずに、出力機器に出力させる。
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【０１１５】
　一方、ステップＳ１３０１で、入力機器と、出力機器で同一のｍｉｍｅ＿ｔｙｐｅがな
い場合、中継サーバ１０１は、入力機器と出力機器で、変換可能なｍｉｍｅ＿ｔｙｐｅの
組合せがあるか否かを判断する（ステップＳ１３０４）。中継サーバ１０１は、変換手段
６０５から、例えば、図１２に示す変換可能リスト１２０１を取得して、入力機器と出力
機器との間で、変換可能なｍｉｍｅ＿ｔｙｐｅの組合せがあるか否かを判断する。
【０１１６】
　ステップＳ１３０４において、入力機器と出力機器で、変換可能なｍｉｍｅ＿ｔｙｐｅ
の組合せがない場合、ステップＳ１３０５へ移行する。ステップＳ１３０５では、中継サ
ーバ１０１は、情報端末１０２に変換エラーを通知し（ステップＳ３０５）、処理を終了
する。
【０１１７】
　一方、ステップ１３０４において、入力機器と出力機器で、変換可能なｍｉｍｅ＿ｔｙ
ｐｅの組合せがある場合、ステップＳ１３０６～Ｓ１３０６の処理を実行する。
【０１１８】
　ステップＳ１３０６において、中継サーバ１０１は、入力機器から変換可能なｍｉｍｅ
＿ｔｙｐｅのデータを取得する。
【０１１９】
　ステップＳ１３０７において、中継サーバ１０１は、取得したデータを出力機器が利用
可能なｍｉｍｅ＿ｔｙｐｅのデータに変換する。
【０１２０】
　ステップＳ１３０８において、中継サーバ１０１は、出力機器が利用可能なｍｉｍｅ＿
ｔｙｐｅに変換されたデータを出力機器に出力させる。例えば、中継サーバ１０１は、図
１４（ｂ）に示すような出力データの出力要求１４０２を出力機器に送信した後、出力デ
ータを出力機器に送信する。図１４（ｂ）の例では、出力機器に対して、中継サーバ１０
１からＰＤＦ形式で出力データを受信し、カラー、２００ｄｐｉ、片面、２ｉｎ１、２部
の設定で画像形成（例えば印刷）を行うことを指示している。
【０１２１】
　以上、本実施形態に係る中継サーバ１０１は、情報端末１０２から受信した指定情報に
基づいて、入力用の画像処理装置から入力データを取得し、取得した入力データに基づく
出力データを出力用の画像処理装置に出力させる。従って、情報端末１０２は、画像処理
の対象となる画像データを情報端末１０２に取得することなく、複数の画像処理装置１０
４による画像処理を制御することができる。
【０１２２】
　これにより、スマートデバイス等の情報端末１０２を用いて、処理対象となるデータの
情報流出を抑制しつつ、複数の画像処理装置１０４－１～１０４－４による画像処理の制
御を容易にする画像処理システム１００を提供することができる。
【０１２３】
　［第２の実施形態］
　第１の実施形態では、例えば、図７のステップＳ７０３～Ｓ７０８において、入力機器
と、出力機器を指定（特定）してから実行操作（ステップＳ７０９）を行っていた。しか
し、入力用の画像処理装置の指定と、出力用の画像処理装置の指定は、別々に行うことも
可能である。
【０１２４】
　＜機能構成＞
　図１５は、第２の実施形態に係る画像処理システムの機能構成図である。図１５におい
て、中継サーバ１０１は、図６に示す第１の実施形態の機能構成に加えて、識別子通知手
段１５０１を有している。尚、他の構成は、第１の実施形態の機能構成と同様なので、こ
こでは差分を中心に説明を行う。
【０１２５】
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　識別子通知手段１５０１は、情報端末１０２から、入力用の画像処理装置を指定する指
定情報を受信すると、受信した指定情報と、現在の処理を特定するための識別子（チケッ
ト）とを対応づけて、記憶手段６０７に入力機器情報１５０２として記憶する。また、識
別子通知手段１５０１は、指定情報を送信した情報端末１０２に、現在の処理特定するた
めの識別子を通知（送信）する。
【０１２６】
　＜処理の流れ＞
　図１６は、第２の実施形態に係る画像処理の例を示すシーケンスチャートである。
【０１２７】
　ステップＳ１６０１において、利用者は、第１の実施形態と同様に、情報端末１０２の
表示入力手段６１７に表示された機器特定画面に従って、入力機器を指定する操作（特定
操作）を行う。
【０１２８】
　ステップＳ７１６０２において、情報端末１０２は、第１の実施形態と同様に、ステッ
プＳ１６０１で特定（指定）された入力用の画像処理装置、例えば、電子ホワイトボード
１０４－１に機器情報の取得要求を送信する。
【０１２９】
　ステップＳ１６０３において、情報端末１０２は第１の実施形態と同様に、機器情報の
取得要求を送信した入力用の画像処理装置、例えば、電子ホワイトボード１０４－１から
、機器情報を取得する。
【０１３０】
　ステップＳ１６０４において、本実施形態では、利用者は、出力機器の特定操作を行わ
ずに、入力機器の指定操作を行う。例えば、利用者は、図８の機器特定画面８０１におい
て、出力機器の選択を行わずに「実行」ボタン８０４を押下することにより、入力機器の
指定操作を行う。
【０１３１】
　ステップＳ１６０５において、利用者から、入力機器の指定操作を受付けた情報端末１
０２は、中継サーバ１０１に、例えば、図１７（ａ）に示すような、入力機器の指定情報
１７０１を送信する。入力機器の指定情報１７０１は、第１の実施形態に係る指定情報１
１０４とくらべて、「ｏｕｔｐｕｔ」の項目を含まない構成となっている。
【０１３２】
　ステップＳ１６０６において、中継サーバ１０１は、情報端末１０２から、入力機器の
指定情報を受信すると、例えば、図１７の（ｂ）に示すような、処理の識別情報１７０２
を情報端末１０２に返信する。また、このとき、中継サーバ１０１は、情報端末１０２か
ら受信した入力機器の指定情報に含まれる入力機器の情報と、情報端末１０２に返信した
処理の識別情報１７０２とを対応づけて、記憶手段６０７に入力機器情報１５０２として
記憶する。このとき、中継サーバ１０１は、入力機器からの入力データの取得を、行わな
くても良い。尚、この処理の識別情報１８０２に含まれる「ｔｉｃｋｅｔ」の値は、例え
ば、識別子通知手段１５０１によって、処理毎にユニークな値が生成される。
【０１３３】
　ステップＳ１６０７において、利用者は、情報端末１０２の表示入力手段６１７に表示
された機器特定画面に従って、出力機器の特定操作を行う。尚、この出力機器の特定操作
は、例えば、図１６のように、入力機器の指定操作に続いて行われるものであっても良い
し、後で行われるものであっても良い。
【０１３４】
　ステップＳ１６０８において、情報端末１０２は、ステップＳ１６０７で特定された出
力機器、例えば、ＭＦＰ１０４－２に機器情報の取得要求を送信する。
【０１３５】
　ステップＳ１６０９において、情報端末１０２は、機器情報の取得要求を送信した出力
機器、例えば、ＭＦＰ１０４－２から、機器情報を取得する。
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【０１３６】
　ステップＳ１６１０において、利用者からの画像処理の実行操作を受付けると、画像処
理システム１００は、第１の実施形態と同様に、受信した指定情報に基づいて、画像処理
を実行する（ステップＳ７１０～Ｓ７１８）。
【０１３７】
　尚、このとき、情報端末１０２から中継サーバ１０１に送信される指定情報の例を、図
１８に示す。本実施形態に係る指定情報１８０１は、図１１で示した第１の実施形態の指
定情報１１０１における「ｉｎｐｕｔ」の項目に代えて、ステップＳ１６０６で中継サー
バ１０１から通知された処理の識別情報である「ｔｉｃｋｅｔ」の項目が含まれている。
【０１３８】
　中継サーバ１０１は、この指定情報１８０１に含まれる「ｔｉｃｋｅｔ」の情報と、記
憶手段６０７に記憶した入力機器情報１５０２に基づいて、入力機器の機器情報を特定す
ることができる。
【０１３９】
　上記処理により、利用者は、入力機器の指定と、出力機器の指定とを別のタイミングで
行うことができるようになり、利便性を向上させることができる。
【０１４０】
　［第３の実施形態］
　第３の実施形態では、中継サーバ１０１に、１つ以上の画像処理装置１０４を予め登録
しておく場合の例について説明する。
【０１４１】
　＜機能構成＞
　図１９は、第３の実施形態に係る画像処理システムの機能構成図である。
【０１４２】
　（中継サーバの機能構成）
　本実施形態に係る中継サーバ１０１は、図６に示す第１の実施形態に係る中継サーバ１
０１の構成に加えて、機器情報取得手段１９０１、一覧情報送信手段１９０２を有してい
る。尚、その他の構成は、第１の実施形態と同様なので、ここでは差分を中心に説明を行
う。
【０１４３】
　機器情報取得手段１９０１は、入力機器から入力機器の機器情報を取得し、出力機器か
ら出力機器の機器情報を取得する。また、機器情報取得手段１９０１は、取得した機器情
報を、例えば、記憶手段６０７に機器情報１９０３として記憶する。
【０１４４】
　一覧情報送信手段１９０２は、情報端末１０２等からの要求に応じて、機器情報１９０
３として記憶した１つ以上の画像処理装置１０４の一覧情報を情報端末１０２に送信する
。
【０１４５】
　尚、機器情報取得手段１９０１及び一覧情報送信手段１９０２は、例えば、図３のＣＰ
Ｕ３０１で動作するプログラムによって実現される。
【０１４６】
　（情報端末の機能構成）
　本実施形態に係る情報端末１０２は、図６に示す第１の実施形態に係る情報端末１０２
の構成に加えて、登録要求手段１９０４、及び一覧情報要求手段１９０５を有している。
また、本実施形態に係る情報端末１０２は、第１の実施形態に係る情報端末１０２に含ま
れる機器情報取得手段６１２を有していなくても良い。尚、その他の構成は、第１の実施
形態と同様なので、ここでは差分を中心に説明を行う。
【０１４７】
　登録要求手段１９０４は、中継サーバ１０１に画像処理装置１０４の登録処理を要求す
るための手段である。尚、画像処理装置１０４の登録処理については後述する。



(18) JP 6233338 B2 2017.11.22

10

20

30

40

50

【０１４８】
　一覧情報要求手段１９０５は、中継サーバ１０１に１つ以上の画像処理装置１０４の一
覧情報を要求するための手段である。
【０１４９】
　尚、登録要求手段１９０４及び一覧情報要求手段１９０５は、例えば、図４のＣＰＵ４
０１で動作するプログラムによって実現される。
【０１５０】
　＜処理の流れ＞
　（登録処理）
　図２０は、第３の実施形態に係る登録処理の例を示すシーケンスチャートである。
【０１５１】
　ステップＳ２００１において、利用者は、登録したい画像処理装置１０４、例えば、電
子ホワイトボード１０４－１の登録操作を行う。登録操作は、例えば、図８に示す機器特
定画面８０１に「登録機器を選ぶ」ボタンを追加し、この「登録機器を選ぶ」ボタンの押
下等により行うことができる。
【０１５２】
　ステップＳ２００２において、情報端末１０２は、利用者から、例えば、電子ホワイト
ボード１０４－１の登録操作を受付けると、登録要求手段１９０４により、中継サーバ１
０１に電子ホワイトボード１０４－１の機器登録要求を送信する。
【０１５３】
　ステップＳ２００３において、中継サーバ１０１は、情報端末１０２から機器登録要求
を受信すると、機器情報取得手段１９０１により、電子ホワイトボード１０４－１に機器
情報の取得要求を送信する。
【０１５４】
　ステップＳ２００４において、中継サーバ１０１の機器情報取得手段１９０１は、電子
ホワイトボード１０４－１から返信された機器情報を取得する。
【０１５５】
　ステップＳ２００５において、中継サーバ１０１の機器情報取得手段１９０１は、電子
ホワイトボード１０４－１から取得した機器情報を、記憶手段６０７の機器情報１９０３
に登録する。このとき、機器情報取得手段１９０１は、電子ホワイトボード１０４－１用
のユニークな機器ＩＤ（例えば、「ｗｈｉｔｅｂｏａｒｄ１」）を生成し、生成した機器
ＩＤと、取得した機器情報とを対応づけて機器情報１９０３に登録する。
【０１５６】
　ステップＳ２００６において、中継サーバ１０１は、登録処理が完了したことを情報端
末１０２に通知する。
【０１５７】
　ステップＳ２００７において、情報端末１０２は、完了通知を受信すると、表示入力手
段６１７に登録処理が完了したことを示す完了表示を行う。
【０１５８】
　同様にして、利用者は、複数の画像処理装置１０４を登録することができる。
【０１５９】
　例えば、ステップＳ２００８において、利用者は、次に登録したい画像処理装置１０４
、例えば、ＭＦＰ１０４－２の登録操作を行う。
【０１６０】
　ステップＳ２００９において、情報端末１０２は、利用者から、例えば、ＭＦＰ１０４
－２の登録操作を受付けると、登録要求手段１９０４により、中継サーバ１０１にＭＦＰ
１０４－２の登録要求を送信する。
【０１６１】
　ステップＳ２０１０において、中継サーバ１０１は、情報端末１０２から機器登録要求
を受信すると、機器情報取得手段１９０１により、ＭＦＰ１０４－２に機器情報の取得要
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求を送信する。
【０１６２】
　ステップＳ２０１１において、中継サーバ１０１の機器情報取得手段１９０１は、ＭＦ
Ｐ１０４－２から送信された機器情報を取得する。
【０１６３】
　ステップＳ２０１２において、中継サーバ１０１の機器情報取得手段１９０１は、ＭＦ
Ｐ１０４－２から取得した機器情報を、記憶手段６０７の機器情報１９０３に登録する。
このとき、機器情報取得手段１９０１は、ＭＦＰ１０４－２用のユニークな機器ＩＤ（例
えば、「ｍｆｐ１」）を生成し、生成した機器ＩＤと、取得した機器情報とを対応づけて
機器情報１９０３に登録する。
【０１６４】
　ステップＳ２０１３において、中継サーバ１０１は、登録処理が完了したことを情報端
末１０２に通知する。
【０１６５】
　ステップＳ２００７において、情報端末１０２は、完了通知を受信すると、表示入力手
段６１７に登録処理が完了したことを示す完了表示を行う。
【０１６６】
　（画像処理）
　図２１は、第３の実施形態に係る画像処理の例を示す図である。
【０１６７】
　ステップＳ２１０１において、利用者は、情報端末１０２に対して、利用可能な機器一
覧の表示操作を行う。
【０１６８】
　ステップＳ２１０２において、利用者から機器一覧の表示操作を受付けた情報端末１０
２の一覧情報要求手段１９０５は、中継サーバ１０１に一覧情報の取得要求を送信する。
【０１６９】
　ステップＳ２１０３において、一覧情報の取得要求を受信した中継サーバ１０１の一覧
情報送信手段１９０２は、利用可能な１つ以上の画像処理装置１０４の一覧情報を情報端
末１０２に送信し、情報端末１０２は、送信された一覧情報を取得する。このとき、中継
サーバ１０１によって送信される一覧情報の例を図２２に示す。一覧情報２２０１には、
例えば、図２０のステップＳ２２０５、２０１２で登録された画像処理装置１０４の機器
情報と、画像処理装置１０４毎にユニークな機器ＩＤとが含まれている。
【０１７０】
　例えば、図２２の例では、一覧情報２２０１には、ＭＦＰ１０４－２の機器情報と、Ｍ
ＦＰ１０４－２に対応する機器ＩＤ「ｍｆｐ１」とが含まれている。また、一覧情報２２
０１には、電子ホワイトボード１０４－１の機器情報と、電子ホワイトボード１０４－１
に対応する機器ＩＤ「ｗｈｉｔｅｂｏａｒｄ１」とが含まれている。
【０１７１】
　図２１に戻ってシーケンスチャートの説明を続ける。
【０１７２】
　ステップＳ２１０４において、情報端末１０２は、表示入力手段６１７に、利用可能な
１つ以上の画像処理装置１０４の機器ＩＤと、そのアイコンとをＧＵＩ（Graphical User
 Interface）等に一覧表示する入出力機器の選択画面を表示させる。このとき、表示入力
手段６１７に表示される入出力機器の選択画面の例を図２３に示す。
【０１７３】
　図２３の例では、情報端末１０２の表示入力手段６１７に表示された入出力機器の選択
画面２３０１は、電子ホワイトボード１０４－１のアイコン及び機器ＩＤ「ｗｈｉｔｅｂ
ｏａｒｄ１」、及びＭＦＰ１０４－２のアイコン及び機器ＩＤ「ｍｆｐ１」を含む。さら
に、選択画面２３０１は、一覧情報２２０１に含まれる他の画像処理装置１０４、例えば
、プロジェクタ１０４－４のアイコン及び機器ＩＤ「ｐｒｏｊｅｃｔｏｒ１」等も含まれ
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る。
【０１７４】
　図２１のステップＳ２１０５において、利用者は、情報端末１０２の表示入力手段６１
７に表示された選択画面２３０１で、入出力機器の選択操作を行う。例えば、図２３にお
いて、電子ホワイトボード１０４－１から入力した画像データを、ＭＦＰ１０４－２に出
力させたい場合、電子ホワイトボードのアイコン２３０２を、ＭＦＰのアイコン２３０３
にドラッグアンドドロップさせる。本実施形態では、例えば、このように、容易に入出力
機器の選択を行うことが可能となる。
【０１７５】
　ステップＳ２１０５において、利用者からの画像処理の実行操作を受付けると、画像処
理システム１００は、第１の実施形態と同様に、受信した指定情報に基づいて、画像処理
を実行する（ステップＳ７１０～Ｓ７１８）。
【０１７６】
　尚、このとき、情報端末１０２から中継サーバ１０１に送信される指定情報の例を、図
２４に示す。本実施形態に係る指定情報２４０１は、図１１に示す第１の実施形態に係る
指定情報１１０１の入力機器の宛先情報及び機器情報に代えて、入力機器の機器ＩＤ（入
力用の画像処理装置１０４の識別情報）である「ｗｈｉｔｅｂｏａｒｄ１」を含む。また
、指定情報２４０１は、図１１に示す第１の実施形態に係る指定情報１１０１の出力機器
の宛先情報及び機器情報に代えて、出力機器の機器ＩＤ（出力用の画像処理装置１０４の
識別情報）である「ｍｆｐ１」を含む。
【０１７７】
　本実施形態によれば、利用可能な１つ以上の画像処理装置１０４が、情報端末１０２の
表示入力手段６１７に一覧表示されるので、入力機器及び出力機器の選択操作を容易にす
ることができる。
【０１７８】
　＜まとめ＞
　本発明の一実施形態に係る画像処理システム（１００）は、１つ以上の画像処理装置（
１０４）と、情報端末（１０２）と、前記１つ以上の画像処理装置（１０４）及び前記情
報端末（１０２）と通信可能な情報処理装置（１０１）と、を含む。
【０１７９】
　また、前記情報端末（１０２）は、前記１つ以上の画像処理装置（１０４）の中から入
力用の画像処理装置と出力用の画像処理装置とを指定する指定情報（１１０１等）を前記
情報処理装置（１０１）に送信する指定情報送信手段（６１３）を有する。
【０１８０】
　また、前記情報処理装置（１０１）は、前記情報端末（１０２）から受信した指定情報
（１１０１等）に基づいて、前記入力用の画像処理装置から入力データを取得する入力デ
ータ取得手段（６０２）を有する。さらに、前記情報処理装置（１０１）は、前記受信し
た指定情報（１１０１等）に基づいて、前記取得した入力データに基づく出力データを前
記出力用の画像処理装置に送信する出力データ送信手段（６０６）を有する。
【０１８１】
　上記の構成により、画像処理システム（１００）によれば、スマートデバイス等の情報
端末（１０２）を用いて、処理対象となるデータの情報流出を抑制しつつ、複数の画像処
理装置（１０４）による画像処理の制御を容易にすることができる。
【符号の説明】
【０１８２】
　１００　　画像処理システム
　１０１　　中継サーバ（情報処理装置）
　１０２　　情報端末
　１０４　　画像処理装置
　１０４－１　　電子ホワイトボード（画像処理装置の一例）
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　１０４－２　　ＭＦＰ（画像処理装置の一例）
　１０４－３　　プリンタ（画像処理装置の一例）
　１０４－４　　プロジェクタ（画像処理装置の一例）
　６０３　　データ形式決定手段（決定手段）
　６０４　　入力データ取得手段
　６０５　　変換手段
　６０６　　出力データ送信手段
　６０７　　記憶手段
　６１２、１９０１　　機器情報取得手段
　６１３　　指定情報送信手段
　６１７　　表示入力手段
　１５０１　　識別子通知手段（通知手段）
　１９０２　　一覧情報送信手段
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１８３】
【特許文献１】特開２０１３－２５７７４号公報
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